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【実施概要】

１．調査目的
「公的年金改革提言」のとりまとめにあたり、中小企業及び個人事業者が当面する次期
年金制度改正への要望事項を把握するため、本調査を実施した。
２．調査期間
平成１５年９月２４日（水）～１０月２日（木）
３．調査対象
社会保障問題小委員会委員商工会議所（仙台・新潟・東京・横浜・名古屋・京都・大阪・
神戸・高松）の会員中小企業及び個人事業者：９００件
※５業種（製造業、建設業、運輸業、卸・小売業、飲食・サービス業）につき各１８０件調査
４．回答企業及び個人事業者数（回収率）
３７４件（４１．６％）
○企業：２１２件 （製造業５６件、建設業３３件、運輸業：３７件、卸・小売業４７件、

飲食・サービス業２３件、業種未回答１６件）
○個人事業者：１６２件

５．調査方法
郵送等による調査票送付。ＦＡＸ等による回答票回収。
６．調査内容
（１）企業向け
問１：厚労省提案の「厚生年金保険料２０％の引き上げ」について
問２：厚生年金保険料率が２０％に引き上げられた場合の（貴社の）対応について
問３：短時間労働者に対する厚生年金保険適用が拡大された場合の（貴社の）対応について
（２）個人事業者向け
問１：厚労省提案の「国民年金保険料の18,100円への引き上げ」について
問２：厚生年金保険の適用事業所の可否
＜問２が「可」の事業者のみ以下の設問に回答＞
問３：政府案の「厚生年金保険料２０％の引き上げ」について
問４：厚生年金保険料２０％への引き上げられた場合の（貴社の）対応について
問５：短時間労働者に対する厚生年金保険適用が拡大された場合の（貴社の）対応について



調 査 結 果

１．企業対象アンケート （２１２件）

（問１）厚労省提案の「厚生年金保険料率を２０２２年までに２０％まで引き上げること」
について

「引き上げを行うべきでない」の回答が半数の５０％（１０７件）を占めた。
「極力現行水準を維持すべきであるが、ある程度の引き上げはやむを得ない」は
３５％（７５件）、このうち「上限を１５％までとすべき」は過半数の５２％
（３９件）を占めた。
「２０％への引き上げはやむを得ない」は、わずか７％（１４件）に止まった。
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（問２）厚生年金保険料率が２０％に引き上げられた場合の（貴社の）対応について（複数回答）

「賃金調整を検討」が最も多く５３％（１１２件）、次いで、「厚生年金保険の
適用を受けない形態（労働派遣・請負・業務委託等）への転換を検討」が５２％
（１１１件）、「従業員数の調整を検討」が４３％（９２件）と続いている。
また、「比較的雇用コストがかからない事業形態（労働集約的ではない）への転換
を検討」が１５％（３２件）、「事業の縮小等を検討」が５％（１１件）、海外への
生産拠点の移転を検討が５％（１０件）となっており、保険料引き上げにより何らか
の調整を行うとした企業が全体の９０％（１９１件）に達した。
また、「そもそも経営が成り立たなくなる」と回答した企業も１６％（３４社）
あった。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

２．事業の縮小等を検討

（設問）
１．海外への移転を検討

３．賃金調整を検討

４．従業員数を検討
５．厚生年金適用を受け
ない形態に転換を検討
６．比較的ｺｽﾄがかから
ない形態に転換を検討
７．経営が成り立たなくなる

８．その他
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（問３）短時間労働者に対する厚生年金保険適用が拡大された場合の（貴社の）対応について
（複数回答）

「短時間労働者の労働時間・賃金調整を検討」が最も多く３９％（８３件）、次いで、
「労働形態の請負、業務委託等への転換を検討」が２８％（５９件）、「雇用者数の調
整を検討」が２７％（５８件）と続いており、何らかの調整を行うと回答した企業は、
全体の６０％（１２８件）に達した。
他方、「短時間労働者がいない、あるいは少ないので新たな対応をとる予定がない」
と回答した企業は３９％（８２件）。業種別にみると、建設業６７％が最も多く、次いで、
製造業５０％、運輸業４３％、卸・小売業３２％、飲食サービス業９％の順であった。
特に、飲食・サービス業については、９０％以上の企業が短時間労働者に厚生年金保険の
適用が拡大されると何らかの調整が必要と答えている。

２．個人事業者対象アンケート （１６２件）

（問１）厚労省提案の「国民年金保険料の18,100円への引き上げ」について

「引き上げを行うべきでない」が過半数の５７％（９２件）を占めた。「18,100円は
高すぎるが、ある程度の引き上げはやむを得ない」が２０％（３３件）。このうち、
「上限を15,000円までとすべき」が全体の６１％（２０件）を占めた。
「引き上げはやむを得ない」という回答はわずか１４％（２３件）に止まった。
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（問２）厚生年金保険の適用事業所の可否

「適用事業所である」が、１９％（３１社）
「適用事業所でない」が、７７％（１２１社）。
※未回答が４％（７社）
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＜問２で「適用事業所である」と回答された個人事業者(３１社）のみ以下の設問に回答＞

（問３）厚労省提案の「厚生年金保険料率を２０２２年までに２０％まで引き上げること
について

「引き上げを行うべきでない」が約半数の４５％（１４件）を占めた。「極力現行水準を
維持すべきであるが、ある程度の引き上げはやむを得ない」という回答が２６％（８件）、
「２０％への引き上げはやむを得ない」という回答は２６％（８件）あった。
「その他」は３％（１件）

（問４）厚生年金保険料率が２０％に引き上げられた場合の（貴社の）対応について
（複数回答）

「賃金調整を検討」が最も多く４５％（１４件）、「従業員数の調整を検討」が１９％（６件）、
「厚生年金保険の適用を受けない形態（労働派遣・請負・業務委託等）への転換を検討」
が１６％（５件）、「比較的雇用コストがかからない事業形態（労働集約的ではない）への転
換を検討」が１６％（５件）との順となっており、保険料引き上げにより何らかの調整を行うと
した個人事業者は７４％（２３件）に達した。また、「経営が成り立たなくなる」と回答した企業
は２９％（９社）あった。
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（設問）

1.事業の縮小等を検討

2.賃金調整を検討

3.従業員数を検討
4.厚生年金適用を受けない形
態への転換を検討

5.比較的ｺｽﾄがかからない形
態に転換を検討

6.経営が成り立たなくなる

7.その他
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（問５）短時間労働者に対する厚生年金保険適用が拡大された場合の（貴社の）対応について
（複数回答）

「雇用者数の調整を検討」が３２％（１０件）、「労働形態の請負、業務委託等への 転
換を検討」が２６％（８件）、「労働時間・賃金調整を検討」が１６％（５件）と、何らかの調整
を行うとした企業が５５％（１７社）あった。他方、「短時間労働者がいない、あるいは少な
いので新たな対応をとる予定がない」と回答した企業は３２％（１０社）あった。
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（設問）
1.新たな対応をとる必要なし


